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会津美里町では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の定めにより、町長と教育委

員会が緊密に連携し、地域の実情に応じた教育行政を推進するため、会津美里町総合教育会

議を開催しています。 
 この会議では、次に掲げる事項について協議するとともに、町長と教育委員会の事務の調

整を行っています。 
 

１．教育、学術及び文化の振興に係る大綱の制定 
 ２．教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振

興を図るため重点的に講ずべき施策 
 ３．児童生徒及び幼児の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれ

があると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 
 
 
 
 

令和７年度 
 

第１回会津美里町総合教育会議 
議事録 
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令和７年度第１回会津美里町総合教育会議 

 
Ⅰ．日     時   令和７年11月７日（金）午前10時00分 

 

Ⅰ．場     所   会津美里町役場 本庁舎 大会議室 

 

Ⅰ．出  席  者   町       長  杉 山 純 一 

 

            教 育 長  歌 川 哲 由 

 

            教育長職務代理者  小 関 れい子 

 

            委       員  鈴 木 貴 博  

 

            委       員  武 藤 文 男 

 

            委       員  長 峯 由美子 

 

          （陪席者） 

 

            副 町 長  鈴 木 國 人 
 

            総 務 課 長  平 山 正 孝 

 

            政 策 財 政 課 長  渡 部 雄 二 

 

Ⅰ．事  務  局   こ ど も 教 育 課 長  猪 俣 利 幸 

 

            生 涯 学 習 課 長  小 林 隆 浩 

 

            こども教育課主幹兼指導主事兼教育支援室長  上 野 友 寛 

 

            こども教育課長補佐  國 分 政 和 

 

            生涯学習課長補佐兼公民館長兼図書館長  馬 場 雄 一 

 

            学校経営アドバイザー  長 嶺  浩 



3 
 

令和７年度第１回会津美里町総合教育会議次第 
 
１ 開会 
 
２ あいさつ 
 
３ 協議 
 
 （１）町民のスポーツ環境の充実について（部活動地域展開等） 
 
 （２）教育大綱（案）について 
 
 （３）教育現場の現状について 
 
４ その他 
 
５ 閉会 
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○開会時刻 午前９時58分 
 
 
  １．開会 
 
こども教育課長 ただいまから令和７年度第１回総合教育会議を始めさせていただきます。 
        初めに、杉山町長よりご挨拶をお願いいたします。 
 
 
  ２．あいさつ 

 

町長      皆さん、おはようございます。本年度の第１回の総合教育会議ということ

で、関係者の皆さんにお集まりいただいて、誠にありがとうございます。 

        今日の協議事項、３つほどございます。教育行政をしっかり前に進めてい

かなければいけませんので、皆さんからいろんな忌憚のないご意見をいただ

きながら、この会議を進めてまいりたいというふうに思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

こども教育課長 ありがとうございました。 

        それでは、３の協議のほうに入らせていただきます。 

        なお、座長は町長にお願いいたします。進行の方よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

  ３．協議 

 

町長      はい。それでは、早速協議に入りたいと思います。 

        （１）番の町民のスポーツ環境の充実について（部活動地域展開等）とい

うことになっております。 

        事務局のほうから内容説明をお願いいたします。 

 

こども教育課主幹兼指導主事兼教育支援室長 （１）町民のスポーツ環境の充実について（部

活動地域展開等）（資料により説明） 

 

町長      部活動の地域展開ということで今説明をいただきました。なかなか指導者

の部分だったり、いろいろ課題はいっぱいあるのかなというふうに思います

けれども、今の説明の中で総合型のスポーツのところが一番いいのでしょう

けれども、それでも課題もいろいろあるということです。 
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        皆さんの中から何かもう少し聞きたいとか、ご意見があれば伺いたいと思

います。どうでしょうか。これ総合型地域スポーツクラブが実際引き受ける

となっても、部活ですよね。部活の地域移行ですよね。そうなってくると、

やっぱり指導者って都市部と違って、皆さん働いていたりするので、それが

一番の課題になってくるのかなというふうに思うのですけれども。 

 

教育長     この間の村上市の実際の活動を見てきた中身とかもご紹介したほうが分

かりやすいのではないですか。 

 

町長      お願いします。 

 

こども教育課主幹兼指導主事兼教育支援室長 （村上市の活動内容について説明） 

 

町長      うちの町でいくと、スポ少は種目的にはそんなにいっぱいないですよね。 

 

教育長     そうですね。中学生も２年前からスポ少が幾つかできてきていまして、野

球と、それから今バスケットボール、高田地区、スポ少の活動が始まってい

ます。野球のスポ少は２つでしたか。１つだったでしょうか。 

 

こども教育課主幹兼指導主事兼教育支援室長  本郷と２つありますね。 

 

教育長     ２つですね。あと、新鶴のバドミントンはうまくいかなくて、まだスポ少

化されていないのですが、保護者が指導を一部されたりとかというのはある

のですけれども。 

 

総務課長    私、指導者だったのですけれども、中学生がスポ少のときに来ていました。

一緒にいいよと声かけして、本気でやりたい子は、平日部活終わってから一

緒にやったりはしていました。 

 

委員      小学生のスポ少ですか。 

 

委員      小学生のスポ少に中学生が来て一緒にやってました。 

 

委員      その方々は、小学校からずっとやっていた。 

 

委員      やっていない子も来ています。要は、小学校の頃スポ少へ入っていて、誘

われて部活に入ったから、一緒にといって、上手になりたいからという形で

来てやっていました。 
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町長      部活に生きがいを感じている先生もいらっしゃいますよね。 

 

教育長     実はアンケートを協議会として取っておりまして、それはもう３年前のデ

ータになるのですけれども、でも地域移行しても指導者として頑張りたいと

いう人は約２割くらい、８割くらいはできれば休日の部活はやりたくない

と。 

 

町長      何となく分かるような気もしますけれども。 

 

教育長     それから、子供たちも本気モードで部活をやりたいというのが約４割近

い、３割から４割なのです。楽しみながら運動をやるならやってもいいとい

うのが６割なのです。ならば尻をたたかれながら歯を食いしばっての部活動

なんかはやりたくないというのが大体６割です。 

 

町長      時代が変わってきていますね。 

 

教育長     本当にアスリートを目指したいなんていうのは多分２割とか、そのくらい

しかいないのだと思います。 

 

町長      そうなってくるでしょうけれどもね。そうなのだな。 

 

副町長     そういう人材というのは、やっぱりスポーツの指導もなのですか。それと

も、運営だとかマネジメントも。 

 

教育長     両方必要だと思うのですが、マネジメントにかかる人は例えば総合型地域

スポーツクラブにお願いできたとしても、１人ぐらいいて、そういうさばき

をやってくださればいいと思うのですけれども、指導者がいないと成り立た

ないので、例えば学校の教員が先ほど兼職兼業と言っていましたけれども、

やりたいものはそこに入って、例えば総合型地域スポーツクラブに登録し

て、コーチの資格を取って、来る子供を教えるというようなことが多分将来

的にはできるようになると思うのです。総合型地域スポーツクラブ自身もお

願いする人はいるかもしれないですけれども。あとは、スポ少として成り立

っているのをそっくり総合型地域スポーツクラブに入れて、スポ少の指導者

がノーペイではなくて、ある程度の謝金をもらいながら総合型地域スポーツ

クラブの傘下に入って、子供たちと一緒にスポーツをやるとか、そういう環

境をつくっていくのが理想的なのかなというふうには思っているのです。 
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副町長     今のは、教職員の制度の中で割愛だとか、そういうことをやる場合は。 

 

教育長     いや、多分部活動を念頭での割愛は難しいと思うので、それはいわゆる学

校を離れて勤務時間外に教育的な活動をしていいというふうな法の定めが

あって。 

 

副町長     そういうことで兼業。 

 

教育長     兼職兼業ができますので、ですから今は４時45分までですか。５時過ぎれ

ばもう自由にやっていいということにはなるのです。地域移行されたとき

に、地域の指導者を頼りにしようとしても、恐らく日中午後３時、４時に指

導できる人はほとんどいないと思うのです。ですから、将来的には、今の小

学生が預かり保育的に学童クラブへ行っているのと同じように、中学生も夕

方ちょっと勉強しながら、夕方６時ぐらいからやりたい子は部活動をやると

か、そんなふうな環境が一般的なのかなと思いますし、私昔見てきた北米な

んかだと、もう一回うちに帰って、夜６時、７時ぐらいに集まって、９時く

らいまで活動するというのが一般的な姿なので。 

 

町長      分かりました。町としても少し延びたので、色々なものを探りながらこれ

から進めていくということになるのですかね。 

 

教育長     ＮＰＯ法人への支援って考えたときに、なかなか町として難しいと思うの

ですけれども、技術的なところでお金の入れ方とか、あるいは例えば役場職

員を２年とか３年とか時限的に派遣するとか、そんなことは可能なのです

か。 

 

総務課長    人材の出向につきましては、一応法令で決まりがあります。条例を制定し

て、そこの中でという形になってきます。町では、現在今後つくっていこう

という形で考えているところなのですが、どういった法人等ができるかとい

うことは今現在調査中で、簡単に言うと町が出資している団体でという、そ

の出資の額が半分以上を行っている団体とか、公益的な事業を行っている団

体とかという形でいろんな自治体のほうを見ながらやっているところです

が、総合型地域スポーツクラブに関してはやっているところが逆に少ないで

す。県内では、ちょっと見つからなかったです。他県のほうで２つ、３つぐ

らいはちょっと見たのですけれども、なかなかそこまで職員を出してという

のは、実際に出しているかどうかは分かりません。ただ、一応町で定めた条

例の中で入れ込んでいるというのはありますけれども、ちょっとそこまでは

なかなか珍しい形かなと捉えています。あと、財政的な面でお願いします。 
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政策財政課長  そうですね、財政的な支援というのもなかなか難しいのかなという部分は

あるかと思うのですけれども、総合型地域スポーツクラブは部活動の地域移

行の支援員以外にも通常のスポーツクラブとしての経営といいますか、そう

いったのもあるかと思いますので、そこに町が支援するというのはなかなか

難しいのかな。例えば部活の地域移行の展開に対して委託をするだとか、い

ろいろやり方はあるかと思うのですが、この場で具体的にこういった支援が

できますということはちょっとお答えできないかなという状況です。 

 

総務課長    あと、指定管理の部分ですけれども、基本的にはその施設が年間営める分

の委託料という形での積算をしているところです。例えばその指定管理を受

けている団体が管理費として自分たちの手数料、そういったものを計上して

町のほうに出してくるというところもございます。団体によっては10％と

か、５％とかあります。総合型地域スポーツクラブのほうがどういうふうな

形で積算をして上げているかというのはちょっとこちらのほうでは把握し

ておりませんが、全体維持費がかかる分から見込める収入を差し引いた分を

指定管理の委託料として出すという形になっておりますので、基本的には赤

字になるということはないような設定にはなっているはずです。そちらのほ

うでその施設を管理する人件費も含まれて指定管理料としては出されてい

るはずなので。ただ、指定管理、その体育館を管理するための経費という部

分なので、そこから独自事業をやりますよとかというのは、あくまでその法

人さんが運営するために資金繰りをしていくという形になると思います。た

だ、今回指定管理ではなくて、別な団体に委託してという形になってくると、

あくまで体育館の管理は直接町のほうでやらなければいけないという形に

なってきます。あくまで指定管理は、その施設全体を管理してもらうという

形で行う制度なので、事業だけはお願いします、でもその施設は出しません

となれば、生涯学習課のほうの管理というふうになってきて、今度は生涯学

習課のほうで全てをやらなければいけなくなるという形になっています。 

 

教育長     先ほど政策財政課長のほうから、いわゆる部活動の地域展開を事業委託み

たいな形でというようなお話ありましたけれども、町民の健康づくりとか、

あるいは健康寿命の引上げとか、そういう政策の下にソフトウエア的なもの

を指定管理者にみんなパッケージで投げてお願いするというか、施設の管理

だけではなくて、例えば町民の健康づくりのためのプログラムをつくって、

それもパッケージとして施設を活用して進めてほしいというふうな、そうい

うふうな委託の在り方なんていうのもあるのかなとも思うのですが、その辺

はどうなのですか。例えばふれあいの森も今後立派に竣工した後にいろんな

活用があると思うのですけれども、町民の健康づくりの一環として使うとい
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うことも大きな一つの目的になると思うのですけれども、それを活用するた

めのプログラムをつくったり、町民のためのいろんなイベントをつくったり

とか、そんなものも投げていくなんていうことを町からお願いできることは

可能なのですか、そういうことは。 

 

政策財政課長  いろんなやり方があって、今教育長さん言われたようなことも決して不可

能ではないとは思うのですけれども、やはり財政支援するに当たりまして

は、例えば今議論しているのは総合型地域スポーツクラブ、当然体を動かす

ことだけではなくて、文化部的なもののメニューもあるというのは私も聞い

ておりますけれども、町として部活動の地域移行の展開に対して支援するよ

ということは、当然必要なものかなというふうには思っております。それと、

今教育長が言われたような町民の健康全体を考えての支援をお願いすると

いうことに対しての助成については、やっぱり健康ふくし課とか、そういっ

たところと協議をして、時間をかけて町としてできるもの、できないものと

いうことを整理していく必要があるのかなというふうには思います。 

 

委員      今お話を聞いていると、町長さんは前に進めていきたいというようなお話

があって、ありがたいなと思ったのですけれども、今のお話を聞いていくと、

総合型地域スポーツクラブに財政的な支援はできない、それから人材も派遣

できないということになってくると、結局は前に進めていくというのは一体

どういうことなのかというふうなことでちょっと疑問に思っているのです

けれども、令和８年度まで、来年から３年間でまた延長して、地域移行とい

うことを国もやりなさいということなのですけれども、今お話を聞いていく

と、結局総合型地域スポーツクラブにはお金出せない、今言ったような形に

なって、人も出せないとなってくると、行政が主体となった運営主体をつく

っていくのかということについてになるのでしょうか。具体的にどういうこ

とをこれからやっていかないといけないのかというところをもう少し考え

ていかないと、そのままお金は出せません、人はやれません。では、このま

まだというと、結局は今の美里町の現状だとスポ少さんがそれぞれやってい

く。そして、教員たちが何人かは立ち上げて、高田の人も、本郷の人もそう

ですけれども、自分で立ち上げて、子供たちを集めてやっている中学校のバ

スケもありますから。そういうふうにばらばらになって、それぞれに一生懸

命やっていらっしゃるのでしょうけれども、美里町としての展望としてスポ

ーツという感じ。特に今は子供たち、生徒のスポーツの今まで部活動がなく

なってきて、土日もやるというところのときに、今移行期のときに、では美

里町としてはどういうようなものを立ち上げて、生徒一人ひとりが伸びてい

く、スポーツをやっていく、あるいは、私はもう一つ懸念しているのがある

のですけれども、そこに入らない子供たちがただぶらぶらしていく。今まで
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は、部活動でぎっちりやられてもみんな把握できたところはあるのだけれど

も、そういうものも何か落とされていくような現状なのかなというふうに危

惧しているのですけれども、ですから美里町として、ではどういうふうにス

ポーツの地域移行、部活動移行をしていくのかというところが今見えないの

ですけれども、どういう形で進めていかれるのかなと。 

        もう一つ付け加えると、今美里町の子供たちというのは、全部で小中で

1,154名いるのです。そのうちの中学校は397名いるのですけれども、この子

供たちがどういうような形でスポーツに取り組んだり、いろんなことに自分

を発揮してやっていくのか。人材育成の一番根本になってくるのではないか

なと思うのです。ほったらかしておかないで、ここを何とか今進めていくに

は、町として総合的なものをどういうふうにしていくのかって、主体的な運

営主体をどこに持っていくのか、どういうふうにつくっていくのかをもう少

し考えていただいて、明らかにして進めていってほしいなというふうに、私

たちは今回こういうふうに話合いをして、ここに臨んでいるわけなのですけ

れども、実際問題どういうふうにお考えなのかなというところでお願いした

いと思います。 

 

総務課長    人材の関係、私たちも今回これ議題として初めて上がって、初めて協議す

る中なので、即答というのはやはりできないです。先ほども申し上げました

が、状況をちょっと調べさせていただきました。上がっているところもあり

ます。そういった中で、どういうことができるか、どういう内容で人材の出

向が必要なのかということを確認しながらやっていかないといけないと思

っていますので、全く出せませんと、出しませんとかというわけではないと。

どういったためにどういった人材が必要か、それは行政が出さないとできな

いものなのか、サポート的なものでもできるのかというのは話合いの中だと

思っていますので、今後そういった話は教育部局、あと総合型地域スポーツ

クラブ、そういった関係で話合いはしていく必要はあるのかなというふうに

考えております。 

 

委員      実際私たちも、やっぱりやっていかなくてはいけないよねというような形

で話を私たちも今始めたところなのですけれども、本当に今の段階でやりま

すとかって実際にできないとは思うのですけれども、ただそこら辺が私たち

にとっては少し考えていきますみたいな、そういうところがあれば良いので

すけれども、できませんとははおっしゃっていないとは思うのですけれど

も、そこら辺の言葉が欲しかったなというところはあるのです。 

 

総務課長    どういった内容かを確認しながら進めていかないと、できないものを「で

きる」と言って、「できるって言ったではないですか」というのも我々責任
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がありますので、内容をちゃんと詰めて、どういった要望があって、可能な

もの、可能ではないもの、それは選択、整理してやっていくことが好ましい

かなというふうに考えています。 

 

委員      ありがとうございます。私たちの今回の第１項目については、私たちはこ

ういうような形で子供たちのためにお願いしたいなというふうに思ってい

るので、では少しずつご理解いただいてということでよろしいでしょうか。 

 

総務課長    趣旨は十分理解させていただきました。職員のほうも大分減ってきてはい

るので、実現するにはやはりなかなか厳しい部分はあるかもしれませんけれ

ども、協議をさせていただいて、検討させていただきます。 

 

町長      まずは、どうやったらできるのかということをしっかり検討していくこと

だと思います。 

 

委員      私もそう思っているので。ありがとうございます。 

 

町長      ということで進めていくということでご理解していただけますか。よろし

いですか。 

 

委員      はい。 

 

町長      それでは、（１）番目については終わりたいと思います。 

        （２）番に移ります。教育大綱（案）についてということで、説明をお願

いいたします。 

 

こども教育課長補佐 （２）教育大綱（案）について（資料により説明） 

 

町長      説明が終わりました。 

        この大綱ですけれども、第４期の会津美里の教育振興基本計画と連動し

て、この総合教育会議で調整をして策定するということになっています。中

身ははっきりしていないのですが、ちょっと変わるところもあるかもしれな

いという説明ですよね。基本的には、この案の中で進めていきたいというこ

となのでありますが、何か皆さん、ご意見とかありましたらお願いしたいと

思います。 

 

委員      子ども教育の充実のところで、これはこのままで大丈夫だと思うのですけ

れども、１つだけ、今デジタル化とか、それからＩＣＴとかということで、
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案外現物を見ないまま過ぎていくということが多くて、今学力がぐっと下が

っていますよね、会津なんかも。全体的に福島県でも。やっぱり基礎、基本

というか、本当四則の計算ではないですけれども、あそこできない部分で大

学まで行っているような子供も今いて、ああいう対話的な教育も大事なのだ

けれども、基礎、基本というのにもう一回立ち返って、しっかりとやってい

く必要があるのかなと一つ思うのと、２つ目は体験活動というのでしょう

か、伝統文化の継承のところにはいろいろありますけれども、五感を使った

教育というのは、これはもう不易流行の部分があって、大事なところだと思

うので、しっかりここは美里町としては落とさないで、デジタル化とか、Ｉ

ＣＴとか、タブレットとかって、そういうところに流されずに、そこはツー

ルでしかないので、ツールをいかに使うかということの大事さはあると思い

ますけれども、根本的に人間としての五感を使った、そういう教育もきちん

としていかないと上滑りのところになってしまって、結局基礎、基本が、考

える力もそこにくると思うので、そこは落とさないでぜひお願いしたいなと

思っております。 

        以上です。 

 

町長      何かありますか。 

 

こども教育課主幹兼指導主事兼教育支援室長 ありがとうございます。まさに体験的な活

動、今の子供たち、子供の頃からの体験不足というようなところは間違いな

くあると思いますので、学校教育の中で様々な体験をして、具体的に体験す

ることで身についていくものってたくさんあるのかなというふうに考えて

ございます。学習の面も実は多分同じことが言えるのかなというところで、

これまでは本当に教師が言っていたことを聞くだけとか、黒板に書いてある

ことを写すだけという受け身の学習だったものを、子供たちが主体的に話し

合っていくという、実際の体験をしていく、あるいは理科なんかは本町、国

語や算数に比べて成果が実は上がっている教科ではあるのですが、そういう

実験など、体験をすることによって学力が定着していくというようなところ

はあるかなと思いますので、まさに子供たち自身が活動するような、そうい

った授業展開になるような指導、支援を今後もしていきたいなというふうに

思います。 

 

委員      すみません。付け加えて、もう一つ推したいところあるのですけれども、

臨界期といって子供が覚えられる時期というのは決まっているというふう

に言われていて、例えば九九ありますよね。九九を覚えるのは２年生までと

言われているので、そこで九九が出てくるのはそういうのとは合致している

のかなと思うのですけれども、今見過ごされて、九九をしっかり覚えないま
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ま３年生に行くので、割り算にも関係してくるわけです。そういうところで

できなくなっていくという子供たちがたくさん見受けられると思います。だ

から、基礎、基本をしっかりとすることで、申し訳ないけれども、タブレッ

トで２足す３なんていうふうにして、それをやっている人、何か手ばかりの

操作だけで、そういうタブレットを使うところと、手で計算して、「１分間

で10問やるのだ、30問やるのだ」みたいな、そういうのは不易流行の部分だ

と思うので、もう一度そこは、先生に推してしまいますが、そこは忘れずに、

その時期にきちんと教えてほしいのです。教え込んでほしいです。そこら辺

は、ぜひ今後とも忘れずにお願いしたいなというふうに思います。すみませ

ん。余計なことを言って。お願いします。 

 

こども教育課主幹兼指導主事兼教育支援室長 ありがとうございます。私ももともと国語な

ので、まさに漢字を覚えるなんていうようなところも、やっぱりタブレット

ではなく、実際に書くことによって形を認識して覚えていく、同じように写

すなんていうような力も含めて、手書きの重要性ということも当然ございま

す。国も最適な使い方、これまでの学習とタブレットを利用した便利な学習

と両方ちゃんと実施しなさい、どちらだけやりなさいというところではない

ところでございますので、そういったところも十分確認していきたいななん

ていうところと、あと身につけさせなければいけない力というのは学習指導

要領に規定されているところでございますので、個別最適な学びとか、個人

に応じた学習というようなことが重視されるあまり、身につけなければいけ

ないものを身につけないまま過ごしてしまうということには十分注意を払

っていかなければいけないなというふうに考えてございます。ありがとうご

ざいます。 

 

委員      タブレットの使用というのは全国的に進んでいると思うのですけれども、

やっぱりコミュニケーションが子供たち低下している、関係性が低下してい

るというのを聞くので、そういうＩＣＴ関係を活用するプラス体験を通して

コミュニケーションの教育ということも何か付け加えてやってあげたら、社

会に出ても困らないのかなって、何かちょっと感想ですけれども思いまし

た。 

 

こども教育課主幹兼指導主事兼教育支援室長 ありがとうございます。そういった部分、本

来は対人関係スキルというもうのは、これまで家庭であったり、地域であっ

たりで身につけてできたものが、今の子供たちに実際に身についていないと

いう現状があり、国のほうでもそういったところからキャリア教育を充実さ

せましょうというようなところで新たなところが出てきておりまして、キャ

リア教育の中では対人スキル、対人関係を身につけましょう、学級活動を重
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視していくというようなところなのですが、まさに学級活動の中で人とのコ

ミュニケーションの取り方なんていうようなことも具体的な体験を通して

学ぶ、ソーシャルスキルトレーニングなんて言ったりするのですけれども、

そういったこともぜひ現場のほうに積極的に活用していただきながら、実際

のコミュニケーションの力なども高めていきたいというふうに考えてござ

います。 

 

町長      ありがとうございました。 

        ほかにございますか。なければ、よろしいですか。次に移らせていただき

ます。 

        （３）番、教育現場の現状ということであります。 

        説明をお願いします。 

 

こども教育課長 （３）教育現場の現状について（資料により説明） 

 

町長      現場の現状ということで今説明がありました。このことで聞きたいという

ことがございましたら何か。こういうものはどうなっているのですかとか。 

 

教育長     要望については、来年度は実現する方向で多分動いていただいているとは

思うのですけれども、大変ありがたく思っています。特別支援学級の支援員

については、増員のほうでは特別支援学級程度の地財措置はしていただいて

はいるのですけれども、多分そんなにはたくさん来ていないと思うのです。

現在表にある特別支援学級の在籍者の数がありますけれども、学級もちょう

ど13学級くらいになるのです。なので、13人程度の地財措置は来ているのか

どうか分かりませんけれども、ぜひお認めいただいて、増員していただけれ

ばありがたいなというふうに思っています。非常にうちの町、特に新鶴地域

中心に特別な支援を要する子供の比率が多いというのがあります。通常学級

に在籍する要支援者の数は上がっていますけれども、医学的な診断をもらっ

ている者もいますけれども、それ以外にも学校側でこの子はちょっと医者に

診てもらったほうがいいよねというふうな程度の者も混じっているので、こ

の数が全て同じレベルで見ているかどうかというのはちょっと怪しいとこ

ろはあるのですけれども、非常に全体的には比率的に多いなと。 

 

総務課長    特別支援教育支援員につきましては、今年度１年間で業務委託という形で

やっておるので、来年度また委託金を出す予定で、こども教育課さんのほう

とも協議させていただいて、あと財政のほうとも協議させていただい

て、３月では業者へ委託するのには全然予算が間に合わないので、11月の臨

時会議に提出できるように要望等に沿うような形で対応しているところで
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あります。あと、今年度中に業者のほうを予算が通れば決めさせていただい

て、４月１日からスムーズに移行できるようにということで対応したいと思

っています。 

 

町長      ということでございます。よろしいですか。 

        本日の協議案件３つ、全て終わりました。 

 

 

  ４．その他 

 

町長      それでは、その他に移りたいと思いますけれども、その他で何かありまし

たらご発言をお願いしたいと思います。 

 

委員      これはどうするということでもないのですけれども、今全国的に不登校が

35万人ぐらいなのです。それで、この間新聞だと、県だと4,300人、本町だと

この間聞いたら20名ということで増加傾向にあるし、その子たちは一体何を

しているのかなという感じで、家に閉じ籠もっていたりするので、そういう

ことをどうしたら解決というのは難しいとは思うのですけれども、そうなら

ないような形にしていくにはどうしたらいいのかなというのも行政の方た

ちにも頭の中に入れておいていただいて、人材育成というか、町民の一人と

いうことで考えていただければいいのかなというふうに思って、どうこうす

ることではないのですけれども、そういう教育の現状があるということで、

今支援員さんを増やしていただいて本当にありがたいのですけれども、支援

員さんがいないことによって、学級の中でその子がいろんな方向に移動して

いくと、先生も一人だとその子に構うしかないので、結局ほかの子がそのま

まになって勉強ができないとか、ごちゃごちゃになってなかなか集中して学

力も定着しないというのが結構今多いので、美里町がそうだということでは

なく、全国的にも、若松市内でもそういうのを聞いておりますので、そうい

う意味で人づくりというのでしょうか、人を育てるというところで、私たち

も少しずつでもお話をすることによってご理解いただいていけるのだなと

いうふうに思って、今日は本当ありがたいなというふうに思いました。 

        以上です。 

 

町長      ほかに、よろしいですか。 

        なければ、これで本日の協議は終わりたいと思います。 

        では、お返しします。 
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  ５．閉会 
 
こども教育課長 ありがとうございました。 

        これをもちまして、令和７年度第１回総合教育会議を閉じさせていただき

ます。本日は、お忙しいところありがとうございました。 

 
○閉会時刻 午前10時55分 
 


